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第 1章 公営住宅等長寿命化計画の背景と目的 

1 計画の背景と目的 

（1）公営住宅等長寿命化計画の背景と目的 

■背景 

本市では、平成 22 年度に「舞鶴市公営住宅等長寿命化計画」を策定し、令和元年度に「第２

期舞鶴市公営住宅等長寿命化計画」を策定しました。 

その後、市営住宅等を取り巻く社会情勢の変化に加え、令和 3 年 3 月には住生活基本計画

（全国計画）が改定され、同年 10 月に「住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム」が公開

され、将来の公営住宅の需要推計が可能となり、公営住宅の長期的な見通しによる効果的な

事業計画の策定が可能となりました。 

また、本市においても、令和 5年 7月に第 7次舞鶴市総合計画後期実行計画を策定するな

ど、市営住宅事業の上位政策が見直されたことを受け、計画の中間年にあたり本計画の改定

を行うものです。 

 

■目的 

本市では、昭和 50 年以前に供給された公営住宅ストックも多く、それらは更新時期を迎え

ており、地域の現状を踏まえた上で、早期の建替や計画的な修繕・改善により長寿命化を図る

ものを判断し、効率的・効果的な事業計画に基づくストックマネジメントが求められています。 

本計画は、公営住宅等のストックを有効に活用し、住宅に困窮する低額所得者に対して健

康で文化的な生活を営むに足りる住宅を長きにわたって確保するため、団地別住棟別の活用

方針及び予防保全の観点から修繕や改善の計画を定め、長期的な視点に立ちライフサイクル

コストの縮減と事業量の平準化を図ることを目的とします。 
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（2）計画期間 

本計画は、令和 2年度から令和１１年度までの 10年間を計画期間とします。 

また、社会情勢の変化、国や京都府の住宅施策の動向及び事業の進捗状況等に応じて本計

画を見直します。 

 

年度 
令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

令和 
7年 

令和 
8年 

令和 
9年 

令和 
10年 

令和 
11年 

公
営
住
宅
等 

長
寿
命
化
計
画 

          

 

（3）計画の位置付け 

本計画は、「舞鶴市公共施設等総合管理計画」等の関連計画と整合を図るとともに、改定指

針に基づき、公営住宅の長寿命化とライフサイクルコストの縮減に向けて計画的に取り組むた

めの計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都府 

住生活基本計画 

住生活基本法 

（平成 18年法律第 61号） 

住生活基本計画 

（全国計画） 

第７次舞鶴市総合計画 

 

 

 

 

 

 

 

など 

舞鶴市都市計画 

マスタープラン 

舞鶴市公共施設等 

総合管理計画 

舞鶴市公営住宅等 

長寿命化計画 

住宅施策の実施 
京都府 

府営住宅等長寿命化計画 

令和 2年度～令和 11年度 

 

舞鶴市公共施設等 

再生基本計画 
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第２章 本市の現状と公営住宅等の状況 

1 人口・世帯の動向 

（1）人口・世帯数の推計 

令和 2 年の国勢調査によると、人口については、80,336 人となっており、平成 27 年より

3,654人減少しています。今後も減少していくと考えられます。 
 

■人口・世帯数の推計 

 

世帯数と世帯人員については、世帯数は平成 12年以降、35,000世帯程度に留まっており、

大きな変化はみられませんが、世帯人員は 5年おきに約 0.1人／世帯ずつ減少しています。 
 

■世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,990 
80,336 

73,818 
68,587 

63,428 
58,337 

53,627 

34,709 35,098 

31,590 
29,587 

27,382 
25,111 

23,013 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

36,000

40,000

H27年 R2年 R7年 R12年 R17年 R22年 R27年

人口 世帯数

出典：各年国勢調査、舞鶴市総合計画 

出典：各年国勢調査 

（世帯） （人） 
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2.88
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1.50
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2.50

3.00

3.50

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

世帯数 世帯人員
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（2）年齢階層別人口の推移 

年齢別人口をみると、65歳以上の割合は増加し、15～64歳及び 15歳未満人口の割合は減

少しています。令和 2年には、65歳以上の割合は 32.5%と高齢化が進んでいます。 
 

■年齢階層別の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）高齢者世帯等の推移 

全世帯数の増加率に比べると、昭和 60 年から平成 27 年の間に「65 歳以上の世帯員がい

る世帯数」、「高齢単身世帯数」、「高齢夫婦世帯数」すべてにおいて増加しています。 

■高齢者世帯等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,600 30,932
32,628

33,941 34,551 35,395
34,619 35,098

9,981
11,103

12,582
13,805

14,665
15,418

16,447 16,323

1,301 1,850
2,531 3,071 3,538 3,945 4,423 4,5461,521 1,881
2,477

3,108 3,623 4,128 4,712 5,122

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

24,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

世帯数（世帯） 65歳以上の世帯員がいる世帯

65歳以上の夫婦のみの世帯 65歳以上の単身世帯

出典：各年国勢調査 

出典：各年国勢調査、舞鶴市総合計画 

注）合計値は不詳を含むため、合計値と年齢階層別の合計値が合わない場合があります。 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

（世帯） （世帯） 

23.3% 21.4% 18.2% 16.2% 15.3% 14.6% 14.1% 13.5% 12.4%

65.0% 65.1% 65.8% 64.8% 64.3% 61.6% 59.7% 56.0% 55.1%

11.8% 13.5% 16.0% 19.0% 21.3% 23.8% 26.2% 30.5% 32.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

15歳未満人口 15～64歳人口 65歳以上人口
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（4）子育て世帯の推移 

子育て世帯の推移については、6 歳未満の親族がいる一般世帯と 12 歳未満の親族がいる

一般世帯、18歳未満の親族がいる一般世帯の割合がすべて減少傾向です。 

18 歳未満の親族がいる一般世帯では、平成 12 年以降約 500 世帯ずつ減少していました

が、平成 27年から令和 2年にかけては 1,083世帯減少し、6,680世帯となっています。 

■子育て世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全世帯に対するひとり親世帯の割合については、7.5～9.5％程度となっています。 

平成 12 年から平成 22 年にかけて 617 世帯増加し、3,203 世帯となりましたが、令和 2 年

には 3,157世帯と徐々に減少傾向にあります。 

■ひとり親世帯の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,172 3,897 3,515 3,157 2,582 

6,718 6,418 6,052 
5,400 

4,660 

9,453 
8,798 

8,350 
7,763 

6,680 

12.3
11.3

9.9 9.1
7.4
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18.6

17.1
15.6
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27.9
25.5

23.6
22.4

19.0

0.0

5.0
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25.0

30.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

6歳未満親族がいる一般世帯 12歳未満親族がいる一般世帯 18歳未満親族がいる一般世帯

6歳未満親族がいる世帯の割合 12歳未満親族がいる世帯の割合 18歳未満親族がいる世帯の割合

2,179 
2,517 2,753 2,737 2,691 

407 

452 
450 461 466 

7.6

8.6
9.0 9.2 9.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

母子世帯 父子世帯 ひとり親世帯の割合

（世帯） （％） 

出典：各年国勢調査 

出典：各年国勢調査 

2,586 

2,969 3,203 3,198 3,157 

（世帯） （％） 
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（5）外国人人口の推移 

外国人人口については、平成 7年以降減少傾向にありましたが、平成 27年から令和 2年に

かけて、47人増加しています。 

■外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人国籍の割合は、平成 27年から令和 2年にかけて、ベトナム国籍の外国人人口が 4倍

以上に増えており、ベトナムを含む東南アジア・南アジア全体で増加傾向にあります。一方、昭

和 60 年に 1,153 人であった韓国・朝鮮国籍の外国人人口は、令和 2 年には 304 人となり、

849人減少しています。 
 
 

■外国人国籍の人口の推移 

年次 総数 

韓
国
・朝
鮮 

中
国 

東南アジア・南アジア 

イ
ギ
リ
ス 

ア
メ
リ
カ 

ブ
ラ
ジ
ル 

ペ
ル
ー 

そ
の
他 総

数 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

タ
イ 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

ベ
ト
ナ
ム 

そ
の
他 

昭和 60 1,171 1,153 4 12 ー ー ー ー ー ー 2 ー ー 3 

平成 2 1,116 1,021 4 70 ー ー ー ー ー ー 4 ー ー 17 

  7 1,182 957 27 153 132 1 ー ー 20 1 9 17 10 8 

  12 1,091 814 32 168 148 1 ー ー 19 2 3 43 9 20 

  17 1,086 624 76 216 195 1 16 4 ー 4 4 25 11 126 

  22 935 547 94 209 196 4 5 4 ー 2 12 21 4 46 

  27 789 412 70 221 182 6 ー 33 ー 2 14 7 ー 63 

令和   2 836 304 46 354 199 4 5 146 ー 1 12 18 ー 101 

男 448 150 11 199 60   4 135 ー 1 11 12 ー 64 

女 388 154 35 155 139 4 1 11 ー ー 1 6 ー 37 

  
 

出典：各年国勢調査 

1,174 
1,116 

1,182 

1,091 1,086 

935 

789 
836 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 R2年

（人） 

（注） 平成 12年以前の「その他」には、日本人・外国人の別の「不詳」を含みます。 

出典：令和 2年度_国勢調査による舞鶴市の人口推移  

 

 

（人） 
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（6）要介護（要支援）認定者の状況 

要介護（要支援）認定者の総数は、平成 19 年に 3,743 人でありましたが、令和 5 年時点で

5,394 人と、16 年間で 1,651 人増加しています。要介護（要支援）認定者の推移については、

要介護 4・5 の人数に大きな差はありませんが、要支援 1・2、要介護 1・2・3 が徐々に増加して

いることが分かります。 

■要介護（要支援）認定者の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体障害者手帳保持者数については、年々減少傾向にあり、平成 25年は 4,866人でありま

したが、令和 4年は 4,645人と、9 年間で 221 人減少しています。年齢別にみると、身体障害

者手帳保持者のうち 65歳以上の高齢者が 80%を占めており、多い状況となっています。 

■身体障害者手帳保持者の状況 

平成 25年度 令和 1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

65歳以上 3,676 3,902 3,887 3,798 3,731 

18～64歳 1,108 900 879 847 844 

18歳未満 82 74 69 71 70 

計 4，866 4,876 4,835 4,716 4,645 

 

出典：厚生労働省 要介護（要支援）認定者数（各年 12月末統計） 

（人） 

出典：第 4期舞鶴市障害者計画・第 7期舞鶴市障害福祉計画・第 3期舞鶴市障害児福祉計画 

0 
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２ 住宅ストックの状況 

（1）住宅総数及び空き家率 

住宅総数については、平成 25年以降、徐々に減少しています。 

空き家率については、平成 30年までは 5年おきに 0.5～2.0％程度の増加が続いていまし

たが、令和 5年には、平成 30年より 5.4%増加し、空き家率は 20％を超えています。 

■住宅総数と空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2）住宅の所有の関係別専用住宅割合の状況 

過去 25 年間において、総数に大きな変化はありませんが、平成 30 年と比較すると 1,890

戸減少しています。持ち家が全体の約 7 割を占めていますが、公営の借家や民営の借家も

徐々に増加傾向にあり、借家（公営の借家、民営借家、給与住宅）だけでみると全体の約 3 割

となっています。 

■住宅の所有の関係別専用住宅割合の推移 
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66.5

65.1

66.0

69.7

67.6
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6.7

7.6

5.5

4.5

5.5
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20.1
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4.1

0.5

1.3

4.1

4.2

3.2

3.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

H10年

H15年

H20年

H25年

H30年

R5年

持ち家 公営の借家 民営借家 給与住宅 その他

出典：各年住宅・土地統計調査 

注）総数に「不詳」の数を含むことから、総数と内訳の合計が一致しないため、合計が 100％になりません。 

 

（％） 

31,110戸 
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33,070戸 
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出典：各年住宅・土地統計調査 
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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H10 H15 H20 H25 H30 R5

住宅総数 空き家率（戸） （％） 
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専用住宅の所有の関係別 1住宅当たりの延べ面積をみると、京都府や全国と比較すると 

どの区分においても延べ面積は比較的広くなっています。 

 

■専用住宅の所有の関係別１住宅当たりの延べ面積の比較                 （㎡） 

区分 舞鶴市 京都府 全国 

持ち家 125.30 109.62 117.53 

借家 50.41 41.25 45.21 

 公営の借家 57.09 50.39 51.29 

都市再生機構（UR）・公社の借家 ― 51.99 50.66 

民営借家 47.15 39.01 44.05 

給与住宅 57.10 52.07 47.99 

 

 

（3）新設住宅着工戸数の推移 

平成 24年以降、230～320 戸間で増減を繰り返していましたが、令和 2 年以降は減少傾向

が続いており、令和 5年には 200戸を下回る 187戸となりました。 

 

■新設住宅着工戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：各年建築着工統計調査 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 
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（4）民営借家の状況 

建築年別の状況について、1991 年～2010 年にかけて建てられた民営借家が多く、その後

は減少を続け、2021年～2023年 9月の間は 170戸となっています。また、1970年以前に建

てられた借家が現在 320戸となっています。 

■民営借家の建築年別の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ面積別 1 か月当たりの家賃について、延べ面積 70～99 ㎡の借家が最も家賃が高く

なっています。100 ㎡を超えると長屋建と非木造の共同住宅の家賃が急激に減少しているた

め、家賃総平均も低くなったと考えられます。 

■住宅の種類及び延べ面積別 1か月当たり家賃平均の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一戸建 長屋建 共同住宅(木造) 共同住宅(非木造) 

29㎡以下 65,000円 49,848円 41,144円 42,038円 

30～49㎡ 41,809円 47,134円 52,403円 53,075円 

50～69㎡ 53,877円 52,130円 61,289円 62,553円 

70～99㎡ 60,293円 60,000円 58,656円 75,600円 

100～149㎡ 53,010円 30,000円 72,000円 18,000円 

150㎡以上 56,644円 - 53,000円 - 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

320 
480 
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1,650 
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980 

170 
0

300

600

900

1,200
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1,800

（戸） 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

旧耐震 新耐震 

（円） 
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（5）高齢者等のための設備と省エネルギー設備等の導入状況 

高齢者等のための設備の状況について、専用住宅の借家 9,060 戸のうち、導入されている

住宅は 3,650 戸であり、全体の約 4 割となっています。また、導入されている住宅のうち、手

すりがある住宅は 2,680戸と 7割以上でした。 
 

■バリアフリー設備の状況 

 

 

 

 

省エネルギー設備等の導入割合について、平成 25 年から平成 30 年にかけて、すべての窓

に二重サッシ又は複層ガラスを導入した住宅が増加しています。一方、太陽光を利用した発電

機器に関しては、二重サッシに比べると少なく、大幅な増加傾向も見られませんでした。 

■省エネルギー設備等の導入割合の推移 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

注）住宅・土地統計調査における市町村データは、1位を四捨五入して 10位までを有効数字としており、総数に「不詳」の数を 

含むことから総数と内訳の合計が一致しないため、合計が 100％にならないことがあります。 

40.3%

59.7%

高齢者等のための設備あり

高齢者等のための設備なし

（3,650 戸） 

（5,410 戸） 

出典：各年住宅・土地統計調査 

2,680 

1,060 

950 

1,170 

1,730 

1,100 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

手すりあり

またぎやすい高さの浴槽

浴室暖房乾燥機

廊下などが車いすで通行可能な幅

段差のない屋内

道路から玄関まで車いすで通行可能

（戸） 
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（6）住宅の居住面積水準の状況 

住宅の居住面積水準割合については、総数をみると 68.2%が誘導居住面積水準以上であ

り、持ち家はさらに高く、81.9%となっています。 

最低居住面積水準以上誘導居住面積水準未満は民営借家で多くなっています。 

最低居住面積水準未満は総数でみると 4.3%と少ないですが、非木造の民営借家では

28.2%と多くなっています。 

■住宅の所有関係別居住面積水準の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯人員別の居住面積水準の割合については、2 人世帯では、最低居住面積水準以上誘導

居住面積水準未満と誘導居住面積以上の住宅が多く、最低居住面積水準未満の住宅は 0.4%

と少なくなっています。一方で、1 人世帯や 6 人世帯以上の住宅は最低居住面積水準未満の

住宅が多くなっています。 

■世帯人員別の居住面積水準の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

8.1

0.4

4.0

1.5

5.5

9.1

27.4

24.7

13.9

31.2

55.7

62.4

65.9

68.2

67.2

85.7

64.8

42.7

32.1

25.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

総数

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

4.3

0.4

14.2

4.1

11.5

28.2

0.8

27.4

17.7

42.4

36.5

51.0

40.5

33.6

68.2

81.9

43.5

59.4

37.5

31.4

65.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

総数

持ち家

借家

公営の借家

民営借家（木造）

民営借家（非木造）

給与住宅

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

出典：令和 5年住宅・土地統計調査 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

（%） 

（%） 
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３ 公営住宅等の状況の把握・整理 

 （1）公営住宅等の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：舞鶴市 HP 
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（2）府営住宅の状況 

ア 府営住宅の管理戸数 

舞鶴市内の府営住宅は、令和 6年 9月時点で 1,387戸（14団地）となっています。 

 

■府営住宅の一覧表 

No. 団地名 構造 間取り 建設年度 戸数 

1 上安 木造、簡耐   92 

2 福来 木造、簡耐   82 

3 芥子谷 簡耐、耐火   110 

4 清美が丘 簡耐 3K S45 213 

5 朝来西 簡耐 3K S48 182 

6 京田 簡耐 3K S52 83 

7 高迫 耐火 2LDK・3DK S55 80 

8 行永 耐火 3DK・4DK S63 30 

9 市場 耐火 3DK S64 36 

10 松蔭 耐火 3DK H3 27 

11 泉源寺 耐火 3DK H4 48 

12 白鳥 耐火 2DK・3DK・4DK H7・H11 164 

13 伊佐津 ※ 耐火 2DK・2LDK・3LDK H9・H11 95 

14 常 耐火 2DK・3DK H13 145 

合  計 1,387 

 

  

令和 6年 9月時点 

出典：府資料 

※特定公共賃貸住宅（4戸）含む 
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（3）市営住宅の状況 

ア 市営住宅の管理戸数 

舞鶴市内の市営住宅は、令和 6年 4月時点で 828戸（21団地）となっています。 

 

■市営住宅の一覧表 

No. 団地名 建設年度 竣工年度 構造 階数 
耐用 

年限 
棟数 

管理 

戸数 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 70 1 32 

2 大迫 
S37・S38 S37・S39 簡平 1 30 2 9 

S47・S48 S47・S48 簡２ 2 30 9 46 

3 森日の出 
S49・S50 S49・S50 簡２ 2 45 7 47 

H1・H2 H1・H2 耐火 5 70 2 20 

4 白鳥 H7・H9・H11 H8・H10・H13 耐火 4 70 4 112 

5 三宅 H23・H28 H25・H28 耐火 7、8 70 2 138 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 45 3 6 

7 加津良 
S54・S55・ 

S56・S57 

S54・S55・ 

S56・S57 
簡２ 2 45 7 38 

8 上安 S33・S34 S33・S35 木造 1 30 10 14 

9 大野辺 
S43 S43 簡平 1 30 2 8 

S47・S51 S47・S51 簡２ 2 45 5 27 

10 城北 S54 S54 耐火 4 70 1 16 

11 倉谷 S59・S60・S61 S59・S60・S61 耐火 4、5 70 3 28 

12 市場 
S38 S39 簡平 1 30 1 4 

H16・H18 H16・H19 耐火 5、7 70 2 58 

13 荒田 S49・S52 S50・S52 簡２ 2 45 4 23 

14 寿山 
S57、S58 S57・S58 簡２ 2 45 3 10 

H1・H2 H2 耐火 3 70 2 24 

15 長浜 

S39・S40・ 

S41・S42・ 

S43 

S39・S40・ 

S41・S42・ 

S44 

簡平 1 30 8 29 

S52・S55・ 

S56・S58 

S52・S55・ 

S56・S58 
簡２ 2 45 6 25 

16 福来 H14 H15 耐火 3 70 1 13 

17 片山 S50・S58 S51・S58 簡２ 2 45 8 30 

18 片山南 
S53・S54・ 

S55 
S54・S55 簡２ 2 45 5 21 

19 北浜 S44・S47 S44・S47 耐火 4 70 2 44 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 45 2 4 

21 市場コミュニティ H21 H21 準耐 2 45 1 2 

合計 103 828  

 

 

 

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 
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イ 市営住宅の入居状況 

空家戸数は、令和 6年 9月末現在で 190戸（政策空家を含み管理戸数 828戸の 22.9%）と

なっています。 

団地別に空家の状況をみると、平均空家率 24%を超えている団地として、24%の大迫団地、

33％の余部上団地、34％の大野辺団地、25％の倉谷団地、30％の荒田団地、43％の片山南団

地となっています。（加津良、上安、長浜、北浜、志高は募集を停止しています。） 

■市営住宅の空室状況 

 

 

 

  

No. 団地名 棟数 
管理 

戸数 

空家数 
空家率 

募集 

状況  入居可能空室 

1 浮島 1 32 2 2 6% 公募 

2 大迫 11 55 13 8 24% 
公募 

（一部募集停止） 

3 森日の出 9 67 10 8 15% 
公募 

（一部募集停止） 

4 白鳥 4 112 25 25 22% 公募 

5 三宅 2 138 12 12 9% 公募 

6 余部上 3 6 2 2 33% 公募 

7 加津良 7 38 14 0 37% 募集停止 

8 上安 10 14 5 0 36% 募集停止 

9 大野辺 7 35 12 7 34% 
公募 

（一部募集停止） 

10 城北 1 16 0 0 0% 公募 

11 倉谷 3 28 7 7 25% 公募 

12 市場 3 62 10 7 16% 
公募 

（一部募集停止） 

13 荒田 4 23 7 7 30% 公募 

14 寿山 5 34 7 7 21% 公募 

15 長浜 14 54 32 0 59% 募集停止 

16 福来 1 13 1 1 8% 公募 

17 片山 8 30 4 4 13% 公募 

18 片山南 5 21 9 9 43% 公募 

19 北浜 2 44 24 0 55% 募集停止 

20 志高 2 4 2 0 50% 募集停止 

21 市場コミュニティ 1 2 1 1 50% 公募 

合  計 103 828  199 107 2４%  
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ウ 市営住宅住棟別の状況                         

■市営住宅住棟別の状況 

 ・立地性の状況 

 

 

No. 団地名 
建設 

年度 

竣工 

年度 
構造 階数 棟数 

戸

数 

立地性 

避難の安全性 

土砂 

特別 

土砂 

警戒 

浸水想定区域 

0.5ｍ未 0.5～1ｍ 1～2ｍ 2～3ｍ 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1  32    〇   

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4       

S38 S39 簡平 1 1 5       

S47 S47 簡２ 2 4 21       

S48 S48 簡２ 2 5 25       

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 2 14    〇   
S49 S49 簡２ 2 2 12    〇   
S50 S50 簡２ 2 1 7    〇   

S50 S50 簡２ 2 2 14    〇   

H1 H1 耐火 5 1 10     〇 〇 

H2 H2 耐火 5 1 10     〇 〇 

4  白鳥  

H7 H8 耐火 4 1 32  〇     

H9 H10 耐火 4 1 28  〇     

H11 H13 耐火 4 1 32  〇     

H11 H13 耐火 4 1 20  〇     

5 三宅 
H23 H25 耐火 7 1 63  〇     

H28 H28 耐火 8 1 75  〇     

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 〇 〇     

7 加津良  

S54 S54 簡２ 2 1 6 〇 〇     

S55 S55 簡２ 2 1 7  〇     

S55 S55 簡２ 2 1 7  〇     

S56 S56 簡２ 2 1 4  〇     

S56 S56 簡２ 2 1 6  〇     

S57 S57 簡２ 2 1 4  〇     

S57 S57 簡２ 2 1 4  〇     

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5  〇   〇 〇 

S34 S35 木造 1 5 9  〇   〇 〇 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8  〇     

S47 S47 簡２ 2 1 6  〇     

S51 S51 簡２ 2 4 21  〇     

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16     〇  

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10    〇 〇 〇 

S60 S60 耐火 4 1 8     〇 〇 

S61 S61 耐火 5 1 10    〇 〇 〇 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4  〇     

H16 H16 耐火 5 1 25  〇     

H18 H19 耐火 7 1 33  〇     

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 18  〇     

S52 S52 簡２ 2 1 5  〇     

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7  〇     

S58 S58 簡２ 2 1 3  〇     
H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24       

15 

 

長浜 

 

S39 S39 簡平 1 1 4  〇     

S40 S40 簡平 1 2 8  〇     

S41 S41 簡平 1 2 8  〇     

S42 S42 簡平 1 3 4  〇     

S43 S44 簡平 1 2 5  〇     

S52 S52 簡２ 2 2 9  〇     

S55 S55 簡２ 2 1 5  〇     

S56 S56 簡２ 2 2 6  〇     

S58 S58 簡２ 2 1 5  〇     

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 13  〇     

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 23 〇 〇     

S58 S58 簡２ 2 3 7 〇 〇     

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10  〇     

S54 S54 簡２ 2 2 6 〇 〇     

S55 S55 簡２ 2 1  5  〇     

19 北浜 
S44 S44 耐火 4 1 16    〇   

S47 S47 耐火 4 1 28       

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 〇 〇   〇 〇 

21 市場コミュニティ H21 H21 準耐 2 1 2  〇     

令和 6年 4月時点   

出典：市資料 
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  ・安全性・居住性の状況 

No. 団地名 
建設

年度 

竣工 

年度 
構造 

階

数 

棟 

数 

戸 

数 

安全性の確保 居住性の確保 

躯体の安全性 機器（居住性） バリアフリー 

耐用残年数 耐震基準 二方向避難 住戸タイプ 住戸面積 3点給湯 EV 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1  32 23 〇 〇 3DK  57.4  〇 ✕ 

2 大迫  

S37 S37 簡平 1 1 4 -32 ✕ ー 2K  31.0  ✕ ― 

S38 S39 簡平 1 1 5 -31 ✕ ー 2K  31.0  ✕ ― 

S47 S47 簡２ 2 4 
15 

-7 ✕ ー 
3K  42.8  ✕ 

― 
6 3K  40.4  ✕ 

S48 S48 簡２ 2 5 
20 

-6 ✕ ー 
3K  45.0  ✕ 

― 
5 3K  41.6  ✕ 

3 森日の出  

S49 S49 簡２ 2 
2 14 -5 ✕ ー 3K  50.3  〇 ― 

2 12 -5 ✕ ー 3K  46.8 〇 ― 

S50 S50 簡２ 2 
1 7 -4 ✕ ー 3K  52.6  〇 ― 

2 14 -4 ✕ ー 3K  49.1  〇 ― 

H1 H1 耐火 5 1 10 35 〇 〇 3DK  59.1  〇 ✕ 

H2 H2 耐火 5 1 10 36 〇 〇 3DK  62.8  〇 ✕ 

4  白鳥  

H7 H8 耐火 4 1 
4 

41 〇 〇 
2DK  54.9  〇 

✕ 
28 3DK  68.8  〇 

H9 H10 耐火 4 1 
4 

43 〇 〇 
2DK  54.9  〇 

✕ 
24 3DK  68.8  〇 

H11 H13 耐火 4 1 32 45 〇 〇 3DK  68.8  〇 ✕ 

H11 H13 耐火 4 1 
16 

45 〇 〇 
3DK  68.8  〇 

✕ 
4 4DK  76.5  〇 

5 三宅 

H23 H25 耐火 7 1 
35 

57 〇 〇 
2DK  54.6  〇 

〇 
28 3DK  68.1  〇 

H28 H28 耐火 8 1 
52 

60 〇 〇 
2DK  54.6  〇 

〇 
23 3DK  68.1  〇 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 -4 ✕ ー 2DK  49.6  〇 ― 

7 加津良  

S54 S54 簡２ 2 1 6 0 ✕ ー 3DK  61.3  ✕ ― 

S55 S55 簡２ 2 
1 7 1 ✕ ー 3DK  61.3  ✕ ― 

1 7 1 ✕ ー 3DK  65.5  ✕ ― 

S56 S56 簡２ 2 
1 4 2 ✕ ー 3DK  69.3  ✕ ― 

1 6 2 ✕ ー 3DK  64.9  ✕ ― 

S57 S57 簡２ 2 
1 4 3 〇 ー 3DK  69.3  ✕ ― 

1 4 3 〇 ー 3DK  64.9  ✕ ― 

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 -36 ✕ ー 

2K 34.7 ✕ 
― 

2K 28.9 ✕ 

S34 S35 木造 1 5 9 -35 ✕ ー 2K 28.0 ✕ ― 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 -26 ✕ ー 2K 31.6 ✕ ― 

S47 S47 簡２ 2 1 6 -7 ✕ ー 3K 40.4 ✕ ― 

S51 S51 簡２ 2 4 
10 

-3 ✕ ー 
2DK  53.0 〇 

― 
11 3DK  55.4 〇 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 25 〇 〇 3DK 59.7 〇 ✕ 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 30 〇 〇 3DK  62.8  〇 ✕ 

S60 S60 耐火 4 1 8 31 〇 〇 3DK  59.1  〇 ✕ 

S61 S61 耐火 5 1 10 32 〇 〇 3DK  62.8  〇 ✕ 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 -31 ✕ ー 2K  31.0  ✕ ― 

H16 H16 耐火 5 1 
15 

50 〇 ー 
3DK  68.6  〇 

〇 
10 4DK  79.5  〇 

H18 H19 耐火 7 1 
7 

53 〇 ー 
2DK  56.0  〇 

〇 
26 3DK  68.6  〇 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 

17 
-5 ✕ ー 

4K  62.0  ✕ 
― 

1 4K 50.3 ✕ 

S52 S52 簡２ 2 1 5 -2 ✕ ー 4K  72.0  ✕ ― 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 3 〇 ー 3DK  69.3  ✕ ― 

S58 S58 簡２ 2 1 3 4 〇 ー 3DK  69.3  ✕ ― 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 36 〇 〇 3DK  58.1  〇 ✕ 

15 長浜 

S39 S39 簡平 1 1 

1 

-14 ✕ ー 

3K  31.0  ✕ 

― 1 3K 61.3 ✕ 

2 3K 39.1 ✕ 

S40 S40 簡平 1 2 
1 

-13 ✕ ー 
3K  40.3  ✕ 

― 
7 3K 47.2 ✕ 

S41 S41 簡平 1 2 8 -12 ✕ ー 3K  47.2  ✕ ― 

S42 S42 簡平 1 1 
3 

-11 ✕ ー 
3K  43.3  ✕ 

― 
1 3K 31.0 ✕ 

S43 S44 簡平 1 2 5 -10 ✕ ー 3K  49.4  ✕ ― 

S52 S52 簡２ 2 2 
7 

-2 ✕ ー 
4DK  72.0  ✕ 

― 
2 4DK 59.2 ✕ 

S55 S55 簡２ 2 1 5 1 ✕ ー 3DK  65.5  ✕ ― 

S56 S56 簡２ 2 2 6 2 ✕ ー 3DK  67.5  ✕ ― 

S58 S58 簡２ 2 1 5 4 〇 ー 3DK   69.3  ✕ ― 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 

8 

48 

〇 〇 3DK  68.8  〇 

✕ 3 〇 〇 4DK  79.2  〇 

2 〇 〇 4DK  79.1  〇 

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 

19 
-4 ✕ ー 

4K  63.5  ✕ 
― 

4 4K 52.6 ✕ 

S58 S58 簡２ 2 3 7 4 〇 ー 3DK  69.3  ✕ ― 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 -1 〇 ー 3DK  63.1  ✕ ― 

S54 S54 簡２ 2 2 6 0 〇 ー 3DK  63.1  ✕ ― 

S55 S55 簡２ 2 1  5 1 〇 ー 3DK  63.1  ✕ ― 

19 北浜 

S44 S44 耐火 4 1 16 15 ✕ ー 2K  37.1  ✕ ✕ 

S47 S47 耐火 4 1 

8 

18 ✕ ー 

4K  68.9  ✕ 

✕ 2 2K 39.0 ✕ 

18 2K 37.8 ✕ 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 -7 ✕ ー 3K 64.0 ✕ ― 

21 市場コミュニティ H21 H21 準耐 2 1 
1 

30 〇 ー 
4DK 96.0 〇 ― 

1 3DK 79.4 〇  

令和 6年 4月時点 出典：市資料 
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・耐震性能の確保状況   

 

 浮島 

団地 

大迫 

団地 

森日 

の出 

団地 

白鳥 

団地 

三宅 

団地 

耐震診断 実施済 
未実施・ 

一部対象外 

未実施・ 

一部不要 
不要 不要 

耐震補強 不要 
未実施・ 

一部対象外 

未実施・ 

一部不要 
不要 不要 

 

 余部上 

団地 

加津良 

団地 

上安 

団地 

大野辺 

団地 

城北 

団地 

倉谷 

団地 

市場 

団地 

市場 

コミュニティ

住宅 

荒田 

団地 

耐震診断 未実施 
未実施・ 

一部不要 
対象外 

未実施・ 

一部対象外 
実施済 不要 

不要・ 

一部対象外 
不要 未実施 

耐震補強 未実施 
未実施・ 

一部不要 
対象外 

未実施・ 

一部対象外 
不要 不要 

不要・ 

一部対象外 
不要 未実施 

 

 寿山 

団地 
長浜 

団地 

福来 

団地 

片山 

団地 

片山南 

団地 

北浜 

団地 

志高 

団地 

耐震診断 不要 
未実施・ 

一部不要・ 

一部対象外 
不要 実施済・ 

一部不要 実施済 未実施 未実施 

耐震補強 不要 
未実施・ 

一部不要・ 

一部対象外 
不要 未実施・ 

一部不要 不要 未実施 未実施 

 

※耐震性の基準は、基本的に非木造の 2階建て以上又は延床面積 200㎡超の建物を対象とした

市の調査に基づき、次のように分類しています。 

 ・対象外：上記の対象にならない建物 

 ・不要：上記の対象建物の内、1981年（昭和 56年）6月以降建築の建物、又は耐震診断 

を実施し耐震補強の必要がない建物 

    ・実施済：上記の対象建物の内、診断・補強を実施した建物 

    ・未実施：上記の対象建物の内、診断・補強を実施していない建物 

 

・自然災害に対する安全性 

ハザードマップ（洪水）でみると、浮島団地及び北浜団地（一部の棟）では、0.5m 以上 1.0m

未満の浸水、上安団地、城北団地、志高団地では 1.0m以上 3.0m未満の浸水が予想されるエ

リアに立地しています。 

また、森日の出団地及び倉谷団地では 0.5m以上 1.0m未満の浸水と一部 1.0m以上 3.0m

未満の浸水が予想されるエリアに立地しています。 

 

 

 



22 
 

（4）入居者の収入状況 

市営住宅入居者の収入状況について、月 158,001円以上の収入超過者比率は、令和 6年 4

月 1日時点で 55世帯 8.7%となっています。 

令和 6年度時点の収入分位別の状況について、第Ⅰ分位が 511世帯 81.2％と最も多く、第

Ⅱ分位が 18世帯 2.9％、第Ⅲ分位が 14世帯 2.2％、第Ⅳ分位が 13世帯 2.1％となっていま

す。収入超過の基準となる第Ⅴ分位は 20世帯 3.2％、第Ⅵ分位が 14世帯 2.2％、第Ⅶ分位が

10世帯 1.6％、第Ⅷ分位が 20世帯 3.2％となっています。 

注 1）第Ⅴ分位及び第Ⅵ分位は裁量階層世帯（9世帯）を含みます。 

注 2）未申告は 9世帯 1.4％となっています。 
 

■収入超過者等の状況 

項目 区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収入超

過世帯 

158,001～1８６,000円 11 13 18 22 15 

1８６,001～２１４,000円 11 13 19 9 6 

２１４,001～２５９,000円 16 22 12 14 8 

２５９,001～３１３,000円 13 12 15 11 11 

313,001以上 1 0 1 8 2 

収入超過者比率          

合計 52 60 65 64 42 

（対象戸数に対する比率） 6.9% 8.2% 9.0% 9.4% 6.5% 

高額所得世帯 2 1 0 0 1 

収入申告対象戸数 756 732 723 678 648 

 

 

■収入分位別の状況（令和 6年度） 

  

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 

511世帯

81.2%

18世帯

2.9%

14世帯

2.2%

13世帯

2.1% 20世帯

3.2%

14世帯

2.2%

10世帯

1.6%

20世帯

3.2%

9世帯

1.4%

Ⅰ分位

Ⅱ分位

Ⅲ分位

Ⅳ分位

Ⅴ分位

Ⅵ分位

Ⅶ分位

Ⅷ分位

未申告
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（5）世帯主の年齢構成 

市営住宅の世帯主の年齢構成は、20代が 1.7%と最も少なく、次いで 30代が 6.0%、40代

が 8.3%と年齢が上がるにつれて構成比も高くなっています。また、70 歳以上は 49.3%と半

数を占めています。 
 

■世帯主の年齢別状況 

No. 団地名 
管理 

戸数 
入居 

世帯数 
20歳 

未満 
20代 30代 40代 50代 60代 

70歳 

以上 合計 

1 浮島 32 30     1 3 3 5 18 30 

2 大迫 55 42     1 4 4 12 21 42 

3 森日の出 67 57     1 3 6 17 30 57 

4 白鳥 112 87   4 9 10 17 16 31 87 

5 三宅 138 126   3 6 4 19 17 77 126 

6 余部上 6 4            4 4 

7 加津良 38 24       3 5 4 12 24 

8 上安 14 9            9 9 

9 大野辺 35 23       2 5 1 15 23 

10 城北 16 16   1     6 3 6 16 

11 倉谷 28 21     3 1 7 3 7 21 

12 市場 62 52     3 9 12 11 17 52 

13 荒田 23 16     2 1   2 11 16 

14 寿山 34 27     3 3 7 6 8 27 

15 長浜 54 22   1   2 6 4 9 22 

16 福来 13 12   2 4 1 3  2 12 

17 片山 30 26     3 3 4 3 13 26 

18 片山南 21 12     1   2 2 7 12 

19 北浜 44 20     1 3 3 2 11 20 

20 志高 4 2            2 2 

21 市場コミュニティ 2 1           1   1 

合  計 828 629 

0 11 38 52 109 109 310 629 

0.0% 1.7% 6.0% 8.3% 17.3% 17.3% 49.3% 
100.0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 6年 4月時点 

出典：市資料 

11世帯

1.7%

38世帯

6.0% 52世帯

8.3%

109世帯

17.3%

109世帯

17.3%

310世帯

49.3%

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上
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（6）入居世帯の人員構成 

市営住宅の入居者世帯数は 629世帯であり、世帯人員別にみると、1人世帯が 54.7%で最

も多く、次いで 2 人世帯が 30.0%、3 人世帯が 8.3%と世帯人員が増えるにつれて、構成比が

低くなっています。1人世帯と 2人世帯をあわせると 84.7%と大半を占めています。 
 

■入居世帯人員の状況 

No. 団地名 
管理 

戸数 

入居 

世帯数 

家族人数別世帯数 居住 

人数 
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 

1 浮島 32 30 15 12 2   1    51 

2 大迫 55 42 25 8 5 3  1    74 

3 森日の出 67 57 38 14 3 2      83 

4 白鳥 112 87 36 33 7 4 5 1   1 179 

5 三宅 138 126 86 26 8 4 1  1   190 

6 余部上 6 4 2  1 1      9 

7 加津良 38 24 14 9 1       35 

8 上安 14 9 7 2        11 

9 大野辺 35 23 13 7 3       36 

10 城北 16 16 2 11 2 1      34 

11 倉谷 28 21 10 8 2 1      36 

12 市場 62 52 25 18 5 2 2     94 

13 荒田 23 16 11 3 1 1      24 

14 寿山 34 27 12 9 2 2 2     54 

15 長浜 54 22 11 8 2 1      37 

16 福来 13 12 2 1 3 2 1 1 1 1  47 

17 片山 30 26 14 11    1    42 

18 片山南 21 12 5 5 2       21 

19 北浜 44 20 14 4 2       28 

20 志高 4 2 1  1       4 

21 市場コミュニティ 2 1 1         1 

合  計 828  629 

344 189 52 24 11 5 2 1 1 
1090 

人 54.7 

% 

30.0 

% 

8.3 

% 

3.8 

% 

1.7 

% 

0.8 

% 

0.3 

% 

0.2

％ 

0.2

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344世帯

54.7%
189世帯

30.0%

52世帯

8.3%

24世帯

7.0%

11世帯

1.7%

５世帯

0.8%

2世帯

0.3%
1世帯

0.2%
1世帯

0.2%

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 
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（7）高齢者世帯の状況 

高齢者世帯の状況について、団地別にみると、余部上は 100%と 4 世帯すべてが高齢者の

いる世帯であり、次いで上安が 78%、片山南が 67%、荒田が 63%となっています。一方、寿山

は 27世帯中 7世帯で 26%と最も少なく、次いで城北が 31%となっています。 

また、市営住宅全体でみると、高齢者のいる世帯が 450 世帯で、入居世帯数の 72.7%と過

半数を超えています。 

■高齢者世帯の状況 

No. 団地名 
管理 

戸数 

入居 

世帯数 

高齢者のいる世帯 

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 

（世帯員 2名で

どちらかが 65

歳以上） 

高齢

者 

同居 

世帯 

 

65～ 

74歳 

75～ 

84歳 

85歳 

以上 
合計 

 

1 浮島 32 30 5 9 1 15 50% 6 1 22 

2 大迫 55 42 10 10 2 22 52% 1 7 30 

3 森日の出 67 57 14 16 2 32 56% 5 ― 37 

4 白鳥 112 87 8 13 9 30 36% 6 4 40 

5 三宅 138 126 24 23 24 71 58% 9 8 88 

6 余部上 6 4 2 1 1 4 100% ― ― 4 

7 加津良 38 24 7 6   13 54% 2 ― 15 

8 上安 14 9 1 3 3 7 78% 2 ― 9 

9 大野辺 35 23 1 8 2 11 50% 3 2 16 

10 城北 16 16 2 2 1 5 31% 1 2 8 

11 倉谷 28 21 2 4 2 8 40% ― ― 8 

12 市場 62 52 10 3 5 18 35% 5 1 24 

13 荒田 23 16 3 5 2 10 63% 1 1 12 

14 寿山 34 27 5 2   7 26% 2 ― 9 

15 長浜 54 22 6 3 1 10 45% 2 ― 12 

16 福来 13 12       0 0 1 1 2 

17 片山 30 26 4 4   8 32% 6 ― 14 

18 片山南 21 12 5 3   8 67% ― 1 9 

19 北浜 44 20 5 6   11 55% 2 ― 13 

20 志高 4 2     1 1 50% ― 1 2 

21 市場コミュニティ 2 1       0 0 ― ― 0 

合 計  828 629 
114 121 56 291 54 29 374 

18.1% 19.2% 8.9% 46.3% 8.6% 4.6% 59.5% 

 

 

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 

291世帯

46.3%

54世帯

8.6%

29世帯

4.6%

255世帯

40.5%

高齢者単身世帯

高齢者夫婦世帯

高齢者同居世帯

高齢者のいない世帯
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（8）市営住宅の入居申込、募集の実施状況 

市営住宅の入居申込、募集の実施状況について、令和元年から令和 5年までの募集の実施

状況を年度別にみると、令和 2年に 2.0倍を上回り、その後は増加を続け、令和 5年には 3.79

倍となっています。また、申込数が年々増加しているため、申込数が募集戸数を上回る状態

が続いています。令和 5年度には募集戸数 14戸に対し、申込数が 53人となっています。 

団地別にみると、三宅団地は毎年倍率が高く希望者が最も多くなっています。一方、荒田団

地及び寿山団地は令和元年時点で倍率が 1.0倍を下回っており、希望者が少ない傾向にあり

ます。なお、加津良は令和元年時点で申込みがなく、現在は募集を停止しています。 

■入居申込、募集の状況 

団地名 

令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

平均 

応募 

倍率 
募

集 

戸

数 

申

込 

数 

倍 

率 

募

集 

戸

数 

申

込 

数 

倍 

率 

募

集 

戸

数 

申

込 

数 

倍 

率 

募

集 

戸

数 

申

込 

数 

倍 

率 

募

集 

戸

数 

申

込 

数 

倍 

率 

浮島      1 3 3.0                 3.0  

森日の出 2 3 1.5                      1.5  

白鳥 6 8 1.3 1 2 2.0  2 2 1.0  3 4 1.3 3 4 1.3  1.4  

三宅 2 10 5.0  2 7 3.5  8 26 3.3  2 18 9.0  8 45 5.6  5.3  

加津良 12 0 0.0                      0.0  

大野辺      1 3 3.0                 3.0  

城北      1 3 3.0            2 2 1.0  2.0  

倉谷      1 3 3.0                 3.0  

市場 1 2 2.0  2 3 1.5  2 2 1.0  3 4 1.3  1 2 2.0  1.6  

荒田 5 1 0.2  1 0 0.0                 0.1  

寿山 8 6 0.8                      0.8  

福来 1 1 1.0  3 4 1.3 2 6 3.0  1 4 4.0       2.3  

合 計 37 31 0.8  13 28 2.2 14 36 2.6  9 30 3.3  14 53 3.8  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 4月時点 

出典：市資料 
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第３章 公営住宅等長寿命化に関する基本方針 

 

1 公営住宅の課題 
 

整理した内容を踏まえての公営住宅の課題は、次のとおりに整理しました。 

（1）耐用年数と長寿命化に向けた維持管理 

耐用年数を超える住戸は全て旧耐震基準に該当します。特に木造や簡易耐火構造につ

いては、安全性の確保が課題となります。また、耐用残年数が 20 年に満たない住戸にお

いては大半が旧耐震基準であることから、長寿命化に向けた維持管理を行う場合に耐震

性の確保が重要な課題です。なお、耐用残年数が 20 年以上ある耐火構造の住棟につい

ては、今後も良好な状態を維持するように長寿命化が求められます。 

（2）高齢化、身体の状況に合わせた居住改善 

入居者の大半が高齢化していることから住戸内での安全性の確保が必要となり、水回

りの段差解消や手すりの設置などのバリアフリー対策が必要です。入居者の状況に応じ

て、低階層への住み替え支援やバリアフリー住戸への移転支援、見守り支援なども求めら

れます。 

共用部では、３階以上の住棟における高齢者や子育て世帯等の円滑な移動に必要なエ

レベーターの設置が少ないことも課題です。 

（3）現代の生活様式に合った居住設備の更新 

居住設備の快適性や安全性において鍵となる水回り設備は、耐用年数を超える住戸と

その他での整備状況が大きく異なります。耐用年数を超える住戸については三点給湯を

はじめ、トイレの水洗化がされていない住戸もみられます。 

また、多世帯向けの 4DK 住戸は、入居対象世帯が少なく、長期空家となることが多く、

今後は入居者の実態とともに、今後の居住設備を考える必要があります。 

（4）住宅確保要配慮者への適切な住宅供給 

公営住宅は、住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、被災者、

外国人など）へ安全・安心な住まいを適切に供給する必要があります。 

公営住宅への適正な入居のため、収入超過者や高額所得者への対応が求められます。 

（5）激甚化する自然災害への対応 

近年の激甚化する自然災害への対応として、団地敷地の立地性や安全性確保が必要で

す。また、低階層に住む高齢者の安全確保に向けて、ハザードマップの周知や事前避難の

呼びかけ、上階層への避難などのソフト的な対応が求められます。  
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２ 長寿命化に関する基本方針 
 

（1）ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針 

市が管理する公営住宅の管理データによって、住棟別にデータを記録し、公営住宅の効

率的かつ効果的な修繕・維持管理を行っていきます。 

また、公営住宅の定期点検や日常点検により、その点検結果に応じた修繕を実施するこ

とで、公営住宅の状況に応じた適切な予防保全での維持管理を図ります。 

 

（2）改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関

する方針 

公営住宅の安全確保や入居者から求められるニーズに対応する改善事業（長寿命化、

安全性確保、福祉対応、居住性向上等）を実施し、公営住宅の長寿命化や居住設備の更新

を図ります。 

予防保全的な維持管理・計画修繕と改善事業の実施により、公営住宅等ストックの長寿

命化を図ることで、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

 

（3）公営住宅の安全・安心の確保に関する方針 

公営住宅の団地敷地の安全確保や住棟の耐震性の確保について、ソフト対策として上

層階への避難や事前避難の周知徹底を実施しつつ、ハード対策として団地・住棟の用途廃

止や安全な場所への建替を図ります。 
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3 公営住宅の整備水準 
 

公営住宅管理運営の基本方針に基づき、居住性の向上や福祉対応など「公営住宅法に基づ

く舞鶴市営住宅等の整備に関する基準を定める条例」及び「公営住宅等ストック総合改善事

業の対象項目の例示」に準拠し、改善事業を実施します。 

 

■公営住宅等ストック総合改善事業の対象項目の例示 

 1：住戸改善 2：共用部分改善 3：屋外・外構改善 

A：居住性向上 ・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のアップ 

・外壁・最上階の天井等の断

熱 

・開口部のアルミサッシ化 

等  

・給水方式の変更 

・断熱化対応 

・地上デジタル放送対応（当

該建物に起因する電波障害

対策の既設共聴アンテナ等

の改修も含む）  

     等 

・雨水貯留施設の設置 

・地上デジタル放送対応（当

該建物に起因する電波障害

対策の既設共聴アンテナ等

の改修も含む） 

・集会所の整備・増改築 

・児童遊園の整備 

・排水処理施設の整備       等 

 

B:福祉対応 ・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等への手摺りの

設置 

・浴槽、便器の高齢者対応 

・高齢者対応建具 

・流し台、洗面台更新 

・グループホームへの改良 

等  

・廊下、階段の手摺り設置 

・中層 EVの設置・機能向上 

・段差の解消 

・視覚障害者誘導用ブロック

等の設置               等 

・屋外階段の手摺りの設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・スロープの設置 

・電線の地中化            等 

C:安全性確保 ・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用防災警報器等の設

置（※1） 

・アスベストの除去等 

・ピッキングが困難な構造の

玄関扉の錠、補助錠の設

置、破壊が困難なガラスへ

の取替、防犯上有効な箇所

への面格子等の防犯建物

部品の設置（※3） 

・防災・減災対策（※4） 

          等 

・耐震改修（※2） 

・外壁落下防止改修 

・バルコニーの手摺りのアル

ミ化 

・防火区画 

・避難設備の設置 

・アスベストの除去等 

・EVかご内の防犯カメラ設

置（※3）、防災ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ設置

（※5） 

・EV地震時管制運転装置、

戸開走行保護装置の設置

又は主要機器耐震補強措

置の実施 

・防災・減災対策（※4）      等 

・屋外消火栓設置 

・避難経路となる屋外通路等

の整備 

・屋外通路等の照明設備の

照度確保（※3） 

・ガス管の耐震性・耐食性向

上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、植

栽の設置（※3） 

・防災・減災対策（※4） 

等 

D:長寿命化 ・浴室の防水性向上に資する

工事 

・内壁の耐久性向上に資する

工事 

・配管の耐久性向上に資する

工事                 等 

・躯体・屋上・外壁・配管の耐

久性向上 

・避難施設の耐久性向上 

等 

・配管の耐久性・耐食性向上

に資する工事           等 

E:脱炭素社会 

対応 

・内壁･最上階の天井等の断

熱 

・複層ｶﾞﾗｽ化、内窓の設置･

交換 

・省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能の高い設備

への交換                等 

・断熱化対応（断熱強化） 

・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入（太陽

光発電設備、蓄電池、太陽

熱温水器の設置等） 

・省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能の高い設備

への交換                         等 

・集会所における省ｴﾈﾙｷﾞｰ性

能の高い設備への交換 

・再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入（太陽

光発電設備、蓄電池、太陽

熱温水器の設置等）        等 
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 1：住戸改善 2：共用部分改善 3：屋外・外構改善 

F:子育て世帯 

支援 

・窓やﾊﾞﾙｺﾆｰからの子どもの

転落防止工事 

・子どもの転倒や衝突による

けが防止工事 

・子どもの見守りがしやすい

間取り等への改修 

・壁、床、開口部の遮音性能

の向上に資する改修 

・壁、床、天井の防汚仕上げ

への変更                等 

・廊下や階段からの子どもの

転落防止工事 

・子どもの転倒や衝突による

けが防止工事 

・ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽの設置 

                等 

・ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽの設置          等 

※1 公営住宅への住宅用防災警報機器等の設置については、「住宅用防災警報器及び住宅用防

災報知設備の設置について（通知）（平成 17年 9月 16日国住備第 50号）」を参照。 

※2公営住宅の耐震改修については、「公営住宅等の耐震化の推進について（平成 18年 4月 28

日国住備第 31号）」を参照。 

※3 公営住宅の防犯性向上については、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮し

た共同住宅に係る設計指針について（平成 13年 3月 23日国住備発第 110号）」を参照。 

※4 公営住宅の防災・減災対策については、「公営住宅における安全対策の推進について」（令和

３年２月８日国住備第 119号）を参照。 

※5 公営住宅の地震対策については、「公共建築物におけるエレベーターの地震対策の実施につ

いて」（平成 31年 4月 2日国住指第 4294号）を参照。 

 

（資料 公営住宅整備事業等担当者連絡会議資料） 
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第４章 公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

1 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計

【中長期】 
 

公営住宅の事業手法については、改定指針において示された事業手法の選定フローに基

づき選定します。 

■事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 
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（1）特定のニーズを有する世帯数の推計 

長期的な公営住宅等の需要を把握するため、改定指針では「住宅確保要配慮者世帯数推計

支援プログラム」が示されました。本プログラムによりストック推計を実施し、著しい困窮年収

水準未満の世帯推計に加え、世帯年収、居住面積水準、家賃負担率の観点から住宅の困窮状

況を 4類型に区分し、各類型別に要支援世帯数を推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム 

10.4万円/月以下 

裁量階層 21.4万円/月以下 

本来階層 15.8万円/月以下 

 

緑枠＝公営住宅の入居資格世帯 世帯年収

著しい困窮

年収水準

居住面積水準最低居住面積水準

単身世帯：25㎡未満

2人世帯以上：10㎡×人数+10㎡

　　　　　　　　著しい困窮年収水準以上、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

うち、高家賃負担率以上

　　　　　　　　著しい困窮年収水準未満、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

うち、高家賃負担率以上

著しい困窮年収水準以上、

かつ、最低居住面積水準以上

著しい困窮年収水準未満、

かつ、最低居住面積水準以上

A

B

C

D
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（2）公営住宅の将来ストック量の推計 

特定のニーズを有する要支援世帯数は令和 2年に 718世帯をピークとし、計画期間の終期

に近い令和 12年に 598世帯と推計され、令和 27年には 431世帯まで減少すると推計され

ます。 

■特定のニーズを有する要支援世帯と市営住宅数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公営住宅数の推計における市営住宅管理戸数 

【計画期間（令和 2年度～令和 11年度）の市営住宅の管理戸数】 

 

令和 6年度管理戸数 828戸    ➡    令和 11年度管理戸数 約 700戸 

 

住宅確保要配慮者推計支援プログラムにおいて、将来的に需要が減少する推計であること

から、市営住宅入居者の動向や公営住宅の状況を考慮しつつ、用途廃止と公営住宅の建替・

集約を行い公営住宅の適正な管理を進めます。 

なお、急激な管理戸数の減少は、現在の入居者をはじめ住宅確保要配慮者の生活への影響

が大きいため、令和 22 年度に向けて需要推計結果（479 戸）に段階的に近づけていくことと

し、本計画期間である令和 11年度の管理戸数は 700戸と設定します。 

 

  

資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム 
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2 1次判定  
 

1次判定は②-1及び②-2の結果に基づき評価します。 
 

②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。 

現在の団地の a）需要、b）効率性、c）立地 を評価し、原則として全ての評価項目が活用に

適する場合は将来にわたり「継続管理する団地」、いずれかの評価項目が活用に適さない場

合は「継続管理について判断を留保する団地」と仮設定します。 

 

 

 

 

〔 評価の考え方 〕 

a）需要 

  団地の需要について、空き家と応募の実績を評価します。 

■需要を判定する項目と基準 

空家率 令和 6年 4月 1日現在の空家率（政策空家含む）で判定します。 

・空家率が 30%未満の場合、需要があるとみなし「〇」とします。 

・空家率が 30%以上の場合、需要がないとみなし「✕」とします。 

応募倍率 直近 5年間の平均応募倍率で判定します。 

・ 平均応募倍率が、1.0以上の場合、需要があるとみなし「〇」とします。 

・ 平均応募倍率が 1.0未満の場合、募集停止の場合、需要がないとみな 

 し「✕」とします。 

・ 募集実績がない団地は、判定の「対象外」とします。 

 

b）効率性 

  敷地の高度利用の可能性について、団地の敷地条件等を評価します。 

■効率性を判定する項目と基準 

敷地規模 

・形状 

各団地が立地する敷地の規模と形状について判定します。 

 ・ 市所有の敷地面積が 1,000㎡以上の団地を「〇」とします。 

 ・ 市所有の敷地面積が 1,000㎡未満の団地、もしくは借地の団地は「✕」と 

します。 

 ・ また、上記面積が確保可能な場合においても、敷地が分散し、1,000㎡ 

以上の一括利用が見込めない団地や、不整形地、傾斜地などの利用困難 

な地形の団地は「✕」とします。 

用途地域 各団地が立地する用途地域について判定します。 

 ・ 容積率 200%未満、もしくは工業・工業専用地域に立地する団地を「✕」と 

します。 

 ・ 上記以外の団地は「〇」とします。 

 

 

 
ⅰ）需要 

ⅱ）効率性 
ⅲ）立地 

ⅰ）～ⅲ）全てが活用に適合 １つでも活用に不適 

継続管理する団地 
継続管理について 

判断を留保する団地 
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c）立地 

  立地の優位性について、交通・生活の利便性、地域における必要性、自然災害に対する 

安全性などを評価します。 

■立地を判定する項目と基準 

利便性 公共交通機関からの距離、公共施設・教育施設の距離から、交通・生活利便

性について判定します。 

 ・ 鉄道駅から 800m圏内の場合は「〇」とします。 

 ・ バス停から 300m圏内の場合は「〇」とします。 

 ・ 上記以外の場合は「✕」とします。 

災害危険 

区域等 

災害危険区域及びその他法令等に基づき危険と認められる区域の内外によ

り判定します。 

 ・ 敷地の全体もしくは一部が、建築基準法第 39条の災害危険区域内、もし

くは浸水想定区域内、もしくは土砂災害特別警戒区域内の場合は「✕」と

します。 

 ・ 上記以外の場合は「〇」とします。 
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②-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定します。 

評価については、まず、a）躯体の安全性、b）避難の安全性 の評価を行い、優先的な対応の

必要性について判定します。躯体・避難の安全性が確保されていない場合は、「優先的な対応

が必要」と判定し、改善の可能性を判定します。 

一方、躯体・避難の安全性が確保されている場合は、c）居住性 の評価を行い、改善の必要

性の有無を判定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 評価の考え方 〕 

 

 

 

 

 

a）躯体の安全性 

  躯体の耐震性により評価します。 

■躯体の安全性を判定する項目と基準 

耐震性 躯体の耐震性の有無について判定します。 

【新耐震基準に基づく設計・施工となる昭和 57（1982）年度以降に建設され

た住棟】 

・ 耐震性を有すると判断し「〇」とします。 

【昭和 56（1981）年度以前に建設された住棟】 

・ 耐震診断により耐震性が確認されたもの、もしくは耐震改修工事実施済 

みのものについては「〇」とします。 

  ・ 耐震診断で耐震性に問題があると判断したもの、もしくは耐震診断未実 

施のものは「✕」とします。 

 

 

 

躯体・避難の 
安全性に係る

改善の必要性 

不要 必要 

 
居住性 

に係る改善の 

必要性 

 
躯体・避難 

の安全性の改善 
可能性 

不要 必要 可能 不可能 

 

躯体・避難の 
安全性に係る

改善の必要性 

不要 必要 

 
躯体・避難 

の安全性の改善 
可能性 

 
居住性 

に係る改善の 

必要性 

不要 必要 可能 不可能 

改善不要 改善必要 
優先対応必要
（改善可能） 

優先対応必要 
（改善不能） 

維持管理 改善・建替 
優先的改善 
・建替 

優先的建替 

 

改善不要 改善必要 
優先対応必要 
（改善可能） 

優先対応必要 
（改善不能） 

維持管理 
・用途廃止 

改善・建替 

・用途廃止 

優先的改善・ 
建替・用途廃

止 

優先的建替・ 

用途廃止 

 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 居住性に係る改善の必要性 

    住戸面積、バリアフリー、住戸設備を評価 

 躯体・避難の安全性の改善可能性 

    平屋・2階建て構造は改善不可、避難設備の設置が可能 

継続管理する団地 判断を留保する団地 
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b）避難の安全性 

 二方向避難及び防火区画の確保の状況について評価します。なお、2 階以下の住棟につ

いては判定の対象から除外します。 

■避難の安全性を判定する項目と基準 

二方向 

避難 

安全に避難できる経路の確保状況により判定します。 

 ・ 通常使用する住戸玄関のほかに、バルコニー経由や固定式避難器具を使

用して避難できる場合は、二方向避難が確保されているとして「〇」とし

ます。 

 ・ 上記以外の場合は「✕」とします。 

防火区画 防火区画の確保状況により判定します。 

 ・ 設計図書により防火区画の確保の状況を判断し、適切な場合は「〇」とし

ます。 

 ・ 上記以外の場合は「✕」とします。 

 

《安全性に係る改善の可能性》 

 上記 a）、b）において「✕（優先的な対応が必要）」と判定したものについて、改善が可能か

不可能かを判定します。 

 令和 5 年度末現在において、耐用年数の 1/2 以上経過しているものは改善不可能、経過

していないものは改善可能とします。 

 

c）居住性 

  「住生活基本計画（全国計画）」や「公営住宅の整備」などの整備水準を踏まえ、住戸内外

の居住性能を評価します。 

■居住性を判定する項目と基準 

住戸面積 居住面積水準にかかる住戸面積について判定します。 

 ・ 3人世帯の最低居住面積水準である 40㎡以上が確保されている場合は

「〇」とします。 

 ・ 40㎡未満の場合は「✕」とします。 

省エネル

ギー 

住戸の省エネルギー性能について判定します。 

 ・ 平成 4年（1992年）の新省エネ基準の施行以後に建設された住棟につい 

ては、一定の省エネルギー性能を備えているものと判断し「〇」とします。 

 ・ 上記以外は「✕」とします。 

高齢者 

対応 

3階建て以上の住棟におけるエレベーター設置状況を判定します。 

 ・ エレベーターが設置されている場合は「〇」とします。 

 ・ 上記以外は「✕」とします。 

住戸内の 

設備状況 

浴室の有無、便所の水洗化について判定します。 

 ・ 浴室が確保されている、かつ便所が水洗化されている場合は「〇」としま

す。 

 ・ 上記以外の場合は「✕」とします。 
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■1次判定結果表（①団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の判断） 

No. 団地名 
建設 

年度 

竣工

年度 
構造 

階

数 

棟

数 

戸

数 

a1 

空家率 

a2 

倍率 

a) 

需要 

判定 

b1 

敷地 

b2 

用途 

地域 

b) 

効率性 

判定 

c1 

利便性 

c2 

災害危険 

区域等 

c) 

立地 

判定 

① 

判定結果 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1 32 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4 

- - ✕ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 判断を留保 
S38 S39 簡平 1 1 5 

S47 S47 簡２ 2 4 21 

S48 S48 簡２ 2 5 25 

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 2 14 

〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ 〇 〇 〇 判断を留保 

S49 S49 簡２ 2 2 12 

S50 S50 簡２ 2 1 7 

S50 S50 簡２ 2 2 14 

H1 H1 耐火 5 1 10 

H2 H2 耐火 5 1 10 

4 白鳥 

H7 H8 耐火 4 1 32 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理 
H9 H10 耐火 4 1 28 

H11 H13 耐火 4 1 32 

H11 H13 耐火 4 1 20 

5 三宅 
H23 H25 耐火 7 1 63 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理 
H28 H28 耐火 8 1 75 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 ✕ - ✕ ✕ 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ 判断を留保 

7 加津良 

S54 S54 簡２ 2 1 6 

- - ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 

S55 S55 簡２ 2 1 7 

S55 S55 簡２ 2 1 7 

S56 S56 簡２ 2 1 4 

S56 S56 簡２ 2 1 6 

S57 S57 簡２ 2 1 4 

S57 S57 簡２ 2 1 4 

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 

- - ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇 判断を留保 
S34 S35 木造 1 5 9 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 

✕ 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇 判断を留保 S47 S47 簡２ 2 1 6 

S51 S51 簡２ 2 4 21 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 

〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 S60 S60 耐火 4 1 8 

S61 S61 耐火 5 1 10 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ 判断を留保 H16 H16 耐火 5 1 25 

H18 H19 耐火 7 1 33 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 18 

〇 ✕ ✕ 〇 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 判断を留保 
S52 S52 簡２ 2 1 5 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 

〇 ✕ ✕ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 判断を留保 S58 S58 簡２ 2 1 3 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 

15 長浜 

S39 S39 簡平 1 1 4 

- - ✕ 

借地 

〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 

S40 S40 簡平 1 2 8 

S41 S41 簡平 1 2 8 

S42 S42 簡平 1 1 4 

S43 S44 簡平 1 2 5 

S52 S52 簡２ 2 2 9 

市有地 
S55 S55 簡２ 2 1 5 

S56 S56 簡２ 2 2 6 

S58 S58 簡２ 2 1 5 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 13 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ 〇 〇 〇 判断を留保 

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 23 

〇 - 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 
S58 S58 簡２ 2 3 7 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 

〇 - 〇 ✕ 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 S54 S54 簡２ 2 2 6 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

19 北浜 
S44 S44 耐火 4 1 16 

- - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 継続管理 
S47 S47 耐火 4 1 28 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 - - ✕ 〇 - ✕ 〇 ✕ ✕ 判断を留保 

21 
市場 

コミュニティ 
H21 H21 準耐 2 1 2 ✕ - 〇 ✕ 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ 判断を留保 
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■1次判定結果表（②住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の判断） 

No. 団地名 
建設 

年度 

竣工 

年度 
構造 

階

数 

棟

数 

戸

数 

a) 

躯体の

安全性 

b1 

二方向 

避難 

b2 

防火 

区画 

b) 

避難の

安全性 

a・b) 

改善の

可能性 

c1 

住戸 

面積 

c2 

省エ

ネ 

c3 

高齢者 

対応 

c4 

住戸内 

設備 

c) 

居住性 

② 

判定結果 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1  32 〇 〇 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 改善必要 

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 

優先対応（不） 

S38 S39 簡平 1 1 5 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 

S47 S47 簡２ 2 4 
15 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - 〇 ✕ 

6 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S48 S48 簡２ 2 5 
20 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - 〇 ✕ 

5 〇 ✕ - 〇 ✕ 

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 2 14 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

優先対応（不） 
S49 S49 簡２ 2 2 12 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S50 S50 簡２ 2 1 7 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S50 S50 簡２ 2 2 14 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

H1 H1 耐火 5 1 10 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 
改善必要 

H2 H2 耐火 5 1 10 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

4 白鳥 

H7 H8 耐火 4 1 
4 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

改善必要 

28 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

H9 H10 耐火 4 1 
4 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

24 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

H11 H13 耐火 4 1 32 〇 ○ 〇 〇 - 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

H11 H13 耐火 4 1 
16 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

4 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

5 三宅 

H23 H25 耐火 7 1 
35 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 〇 〇 〇 

改善不要 
28 〇 〇 〇 〇 〇 

H28 H28 耐火 8 1 
52 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 〇 〇 〇 

23 〇 〇 〇 〇 〇 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 優先対応（不） 

7 加津良 

S54 S54 簡２ 2 1 6 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 優先対応（不） 

S55 S55 簡２ 2 1 7 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

優先対応（不） 
S55 S55 簡２ 2 1 7 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S56 S56 簡２ 2 1 4 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S56 S56 簡２ 2 1 6 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S57 S57 簡２ 2 1 4 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 
改善必要 

S57 S57 簡２ 2 1 4 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 

優先対応（不） 
S34 S35 木造 1 5 9 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 

優先対応（不） 
S47 S47 簡２ 2 1 6 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S51 S51 簡２ 2 4 
10 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - 〇 ✕ 

11 〇 ✕ - 〇 ✕ 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 改善必要 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

改善必要 S60 S60 耐火 4 1 8 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

S61 S61 耐火 5 1 10 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 ✕ - 〇 〇 不可能 ✕ ✕ - ✕ ✕ 優先対応（不） 

H16 H16 耐火 5 1 
15 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 〇 〇 〇 

改善不要 
10 〇 〇 〇 〇 〇 

H18 H19 耐火 7 1 
7 

〇 ○ 〇 〇 - 
〇 〇 〇 〇 〇 

26 〇 〇 〇 〇 〇 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 

17 
✕ - 〇 〇 不可能 

〇 ✕ - 〇 ✕ 

優先対応（不） 1 〇     

S52 S52 簡２ 2 1 5 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

改善必要 
S58 S58 簡２ 2 1 3 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 〇 ○ 〇 〇 - 〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

15 長浜 

S39 S39 簡平 1 1 

1 

✕ - 〇 〇 不可能 

✕ ✕ - ✕ ✕ 

優先対応（不） 

1 〇     

2 ✕     

S40 S40 簡平 1 2 
1 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - ✕ ✕ 

7 〇     

S41 S41 簡平 1 2 8 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - ✕ ✕ 

S42 S42 簡平 1 1 
3 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - ✕ ✕ 

1 ✕     

S43 S44 簡平 1 2 5 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - ✕ ✕ 

S52 S52 簡２ 2 2 
7 

✕ - 〇 〇 不可能 
〇 ✕ - ✕ ✕ 

2 〇     

S55 S55 簡２ 2 1 5 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - ✕ ✕ 

S56 S56 簡２ 2 2 6 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - ✕ ✕ 

S58 S58 簡２ 2 1 5 ○ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - ✕ ✕ 改善必要 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 

8 

〇 ○ 〇 〇 - 

〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

改善必要 3 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

2 〇 〇 ✕ 〇 ✕ 

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 

19 
✕ - 〇 〇 不可能 

〇 ✕ - ✕ ✕ 優先対応（不） 

4 〇      

S58 S58 簡２ 2 3 7 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 改善必要 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

改善必要 S54 S54 簡２ 2 2 6 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

S55 S55 簡２ 2 1  5 〇 - 〇 〇 - 〇 ✕ - 〇 ✕ 

19 北浜 

S44 S44 耐火 4 1 16 ✕ ○ 〇 〇 不可能 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 

優先対応（不） 
S47 S47 耐火 4 1 

8 

✕ ○ 〇 〇 不可能 

〇 ✕ ✕ 〇 ✕ 

2 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 

18 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 ✕ - 〇 〇 不可能 〇 ✕ - 〇 ✕ 優先対応（不） 

21 
市場 

コミュニティ 
H21 H21 準耐 2 1 

1 
〇 - 〇 〇 - 

〇 〇 - 〇 〇 
改善不要 

1 〇 〇 - 〇 〇 
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【１次判定結果】 

１次判定の結果、団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針の判定に

おいて全ての評価項目に該当する「継続管理する団地」として、白鳥団地が A グループとなり

ます。 

それ以外の「継続管理について判断を留保」する団地は Bグループとなり、三宅団地と北浜

団地を除いた団地については、住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性の評価

を基に 4つの区分に仮設定し、2次判定に進みます。 

 

■1次判定の結果 

  

 

  改善不要 改善が必要 
優先的な対応が 

必要（改善可能） 

優先的な対応が 

必要（改善不可能） 

継続管理

する団地 

【維持管理】 【改善】 
【優先的な改善】、 

又は【優先的な建替】 
【優先的な建替】 

三宅 

  

白鳥   北浜 

Aグループ 

継続管理

について

判断を 

留保する 

団地 

【維持管理】 

又は【用途廃止】 

【改善】、【建替】、 

又は【用途廃止】 

【優先的な改善】、 

【優先的な建替】、 

又は 

【優先的な用途廃止】 

【優先的な建替】、 

又は 

【優先的な用途廃止】 

市場 

市場コミュニティ 

浮島 

森日の出（20戸） 

加津良（8戸） 

城北 

倉谷 

寿山 

長浜（5戸） 

福来 

片山（7戸） 

片山南 

 
大迫 

森日の出（47戸） 

余部上 

加津良（30戸） 

上安 

大野辺 

市場（4戸） 

荒田 

長浜（57戸） 

片山（23戸） 

志高 

Bグループ 

A・Bグループは 2次判定を実施 

それ以外は 3次判定 

に進む 

Aグループ：LCC比較や計画期間内の建替事業量の 

試算を踏まえ、改善か建替かを仮設定 

Bグループ：将来のストック量推計を踏まえ、継続管理か 

当面管理（建替を前提としない）かを仮設定 
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3 2次判定  
 

2 次判定は 1 次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の仮設定に

ついて、③-1及び③-2に基づき評価します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③-1 ライフサイクルコスト（LCC）比較の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

A グループの団地を対象として、改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のラ

イフサイクルコスト（LCC）を比較し、改善よりも建替を実施する方が LCC を縮減できる場合

にのみ、事業手法を建替と仮設定します。 

 

 〇対象団地（Aグループ） 

  

 

   対象となる白鳥団地は、本計画最終年度である令和 11（2029）年度末時点において、耐用

年数の 1/2に達しておらず、建替対象とはならないため「改善」と仮設定します。 

 

③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

次の B グループの団地を対象として、将来に必要と考えられるストック量の推計を踏まえ、

改善・建替とするか用途廃止とするかを仮設定します。 

先に述べた本市の市営住宅の必要なストック量の推計を踏まえ、計画期間の管理戸数とし

て最終的に約 700戸とすることをひとつの目安として事業手法の仮設定を行います。 

〇対象団地（Bグループ） 

【維持管理、又は用途廃止】 市場（５８戸）、市場コミュニティ 

【改善、建替、又は用途廃止】 
浮島、森日の出（20戸）、加津良（8戸）、城北、倉谷、 

長浜（5戸）、福来、片山（7戸）、片山南 

【優先的な改善、優先的な建替、 

又は優先的な用途廃止】 
該当なし 

【優先的な建替、 

又は優先的な用途廃止】 

大迫、森日の出（47戸）、余部上、加津良（30戸）、上安、大野辺、 

市場（4戸）、荒田、寿山、長浜（49戸）、片山（２３戸）、志高 

 

③-1 ③-2 

白鳥 
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判定については、次の 3つの判定基準を用いて「維持管理・改善・建替」か「用途廃止」かの 

判定を行います。 

 

■判定基準 

【判定 1】 

1次判定①の需要、効率性、立地等を勘案し、将来的な活用の優先度から、

「継続管理する団地」又は「当面管理する団地（建替を前提としない、将来用

途廃止）」を判定します。 

・1次判定①の「〇」の数が 4つ以下＝優先度「低」＝当面管理する団地 

・1次判定①の「〇」の数が 5つ以上＝優先度「高」＝継続管理する団地 

【判定 2】 
将来的には、市営住宅の借地の解消を図っていくことから、借地の団地につ

いては「用途廃止」とします。 

【判定 3】 

【判定１】で当面管理かつ【判定 2】の借地を含まない団地のうち、耐火・準耐

火構造の建物で 1次判定の需要が高い団地については将来的にも団地とし

ての活用が求められるため「用途廃止」ではなく「継続管理」＝維持管理もし

くは改善とします。 
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【2次判定結果】 

判定結果は次の通りであり、用途廃止に位置付けられた団地が全て用途廃止されると約

346戸が廃止されることになります。 

No. 団地名 
建設 

年度 

竣工

年度 
構造 

階

数 

棟

数 

戸

数 

1次判

定①の

〇の数 

【判定 1】 

結果 

借地

の 

有無 

【判定

2】 

結果 

耐火

の 

有無 

需要

の 

有無 

【判定 3】 

結果 
2次判定結果 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1 32 4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
〇 〇 

維持に 

変更 

改善し当面 

維持管理 

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4 

4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
✕ ✕ 

判定 1、 

2による 

優先的な 

用途廃止 

S38 S39 簡平 1 1 5 

S47 S47 簡２ 2 4 21 

S48 S48 簡２ 2 5 25 

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 2 14 

5 継続管理 無 
判定 1

による 

✕ 〇 
判定 1、 

2による 
優先的な建替 

S49 S49 簡２ 2 2 12 

S50 S50 簡２ 2 1 7 

S50 S50 簡２ 2 2 14 

H1 H1 耐火 5 1 10 
〇 〇 

維持に 

変更 

改善し当面 

維持管理 H2 H2 耐火 5 1 10 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 1 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
✕ ✕ 

判定 1、 

2による 

優先的な 

用途廃止 

7 加津良 

S54 S54 簡２ 2 1 6 

2 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 

優先的な 

用途廃止 

S55 S55 簡２ 2 1 7 

S55 S55 簡２ 2 1 7 

S56 S56 簡２ 2 1 4 

S56 S56 簡２ 2 1 6 

S57 S57 簡２ 2 1 4 
用途廃止 

S57 S57 簡２ 2 1 4 

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 

3 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 

優先的な 

用途廃止 S34 S35 木造 1 5 9 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 

4 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 

優先的な 

用途廃止  
S47 S47 簡２ 2 1 6 

S51 S51 簡２ 2 4 21 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
〇 〇 

維持に 

変更 

改善し当面 

維持管理 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 

4 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 用途廃止 S60 S60 耐火 4 1 8 

S61 S61 耐火 5 1 10 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
✕ 〇 

判定 1、 

2による 

優先的な 

用途廃止 

H16 H16 耐火 5 1 25 
4 

判定 1

による 
〇 〇 

維持に 

変更 
維持管理 

H18 H19 耐火 7 1 33 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 18 

4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
✕ ✕ 

判定 1、 

2による 

優先的な 

用途廃止 S52 S52 簡２ 2 1 5 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 

5 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 

✕ ✕ 
判定 1、 

2による 
用途廃止 S58 S58 簡２ 2 1 3 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 〇 ✕ 

15 長浜 

S39 S39 簡平 1 1 4 

2 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 

優先的な 

用途廃止 

S40 S40 簡平 1 2 8 

S41 S41 簡平 1 2 8 

S42 S42 簡平 1 1 4 

S43 S44 簡平 1 2 5 

S52 S52 簡２ 2 2 9 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

S56 S56 簡２ 2 2 6 

S58 S58 簡２ 2 1 5 用途廃止 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 13 4 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
〇 〇 

維持に 

変更 

改善し当面 

維持管理 

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 23 

3 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 

優先的な 

用途廃止 

S58 S58 簡２ 2 3 7 用途廃止 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 

3 
当面管理 

（将来廃止） 
有 

用途廃

止 
― ― ― 用途廃止 S54 S54 簡２ 2 2 6 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 2 
当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
✕ 〇 

判定 1、 

2による 

優先的な 

用途廃止 

21 
市場コミュ

ニティ 
H21 H21 準耐 2 1 2 1 

当面管理 

（将来廃止） 
無 

判定 1

による 
〇 〇 

維持に 

変更 
維持管理 
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③-3事業手法の仮設定（2次判定） 

        1・2次判定の結果を整理すると次のようになります。 

        表中のすべてのストックについて、引き続き 3次判定を実施します。 

 

 

  

  改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

維持管理 

する団地 

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替 

（該当なし） 森日の出（20戸） （該当なし） 北浜 

森日の出（47戸） 

建替 優先的な建替 

（該当なし） （該当なし） 

当面管理 

する団地 

（建替を 

前提と 

しない） 

当面維持管理 
改善し 

当面維持管理 

優先的に改善し 

当面維持管理 
優先的な用途廃止 

市場（58戸） 

市場コミュニティ 

浮島 

城北 

福来 

（該当なし） 大迫 

余部上 

加津良（30戸） 

上安 

大野辺 

市場（4戸） 

荒田 

長浜（49戸） 

片山（23戸） 

志高 

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止 

（該当なし） 加津良（８戸） 

倉谷 

長浜（５戸） 

寿山 

片山（7戸） 

片山南 

（該当なし） 
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4 3次判定  
 

3次判定は④-1、④-2及び④-3に基づき、計画期間の事業手法を決定します。 
 

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

改定指針に基づき、「1次及び 2次判定の結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得

る団地や、異なる事業手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、

必要に応じて建替えや改善等の事業手法を再判定するとともに、効率的な事業実施や地域

ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行う」こととされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 評価の考え方 〕 

ア 効率的な事業実施のための考え方 

2 次判定において、同一の地域内で集約や再編等の検討対象となり得る団地、団地内の住

棟において異なる事業手法に判定された団地について、効率的な事業実施のため、判定の見

直しを検討します。 

 

イ 地域ニーズへの対応等の観点についての考え方 

・ 森日の出団地(47戸)については、耐用年数が過ぎたため、用途廃止とします。 

・ 倉谷団地は耐火建築物で需要も高く、借地を有しているがその費用負担も大きくない

ため、改善して維持管理に位置づけ、借地の解消については今後の需要動向を見なが

ら検討するものとします。 

・ 寿山団地については、周辺の団地の移転先・集約先として残すため、維持管理とします。 

・ 長浜団地は、既に建替計画が進行中であることから建替に位置づけます。 

 

  

 

 集約・再編等の 
可能性検討 

 

 
住棟で判定が 
混在する団地 

混在 同一 複数あり 複数なし 

団地単位の手法検討 団地集約化の検討 事業手法に変更なし 事業手法に変更なし 

需給バランスによる事業手法の検討 

要支援世帯と供給戸数との差による事業手法 

2次判定結果 
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■判定基準 

       

 

 

 

 

【3次判定結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 

優先的な対応が必要 

（改善不可能） 

維持管理 

する団地 

維持管理 改善 優先的な改善 優先的な建替 

（該当なし） 森日の出（20戸） （該当なし） 長浜（25戸） 

北浜 

建替 優先的な建替 

（該当なし） （該当なし） 

当面管理 

する団地 

（建替を 

前提と 

しない） 

当面維持管理 
改善し 

当面維持管理 

優先的に改善し 

当面維持管理 
優先的な用途廃止 

市場（58戸） 

市場コミュニティ 

浮島 

城北 

倉谷 

寿山 

福来 

（該当なし） 大迫 

森日の出（47戸） 

余部上 

上安 

市場（4戸） 

長浜（29戸） 

片山（23戸） 

志高 

用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止 

（該当なし） 加津良 

大野辺 

荒田 

片山（7戸） 

片山南 

（該当なし） 

 住棟で判定が混在する団地 

    住棟で事業手法が異なる場合、統一による効率化検討 

 集約・再編等の可能性検討 

    同一地域で複数の建替判定された場合の集約化検討を考慮 
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■3次判定結果表 

№ 団地名 
建設

年度 

竣工 

年度 
構造 

階

数 

棟

数 

戸

数 
1次判定結果 2次判定結果 

3次判定 

個別状況 判定結果 
判定結果 

（令和 11年まで） 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1 32 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 

改善し 

当面維持管理 
 維持管理（改善） 維持管理（改善） 

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 

用途廃止 
S38 S39 簡平 1 1 5 

S47 S47 簡２ 2 4 21 次期計画以降で 

用途廃止 S48 S48 簡２ 2 5 25 

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 4 26 【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な建替 耐用年数超過 優先的な用途廃止 
次期計画以降で 

用途廃止 S50 S50 簡２ 2 3 21 

H1 H1 耐火 5 1 10 【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 

維持管理 

（改善） 
 維持管理（改善） 維持管理（改善） 

H2 H2 耐火 5 1 10 

4 白鳥 

H7 H8 耐火 4 1 32 

【改善】 改善  改善 維持管理（改善） 
H9 H10 耐火 4 1 28 

H11 H13 耐火 4 1 32 

H11 H13 耐火 4 1 20 

5 三宅 
H23 H25 耐火 7 1 63 

【維持管理】 維持管理  維持管理 維持管理 
H28 H28 耐火 8 1 75 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 

次期計画以降で 

用途廃止 

7 加津良 

S54 S54 簡２ 2 1 6 
【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 

用途廃止 用途廃止 

S55 S55 簡２ 2 2 14 

S56 S56 簡２ 2 2 10 

S57 S57 簡２ 2 2 8 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止  

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 用途廃止 

S34 S35 木造 1 5 9 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 
【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 用途廃止 

用途廃止 

S47 S47 簡２ 2 1 6 次期計画以降で 

用途廃止 S51 S51 簡２ 2 4 21 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 

改善し 

当面維持管理 
 

維持管理 

（改善） 
維持管理（改善） 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止 

耐火で需要高・借

地要検討 
維持管理（改善） 維持管理（改善） S60 S60 耐火 4 1 8 

S61 S61 耐火 5 1 10 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 用途廃止 

H16 H16 耐火 5 1 25 【維持管理】又は

【用途廃止】 
当面維持管理  当面維持管理 維持管理 

H18 H19 耐火 7 1 33 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 18 【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 用途廃止 

次期計画以降で 

用途廃止 S52 S52 簡２ 2 1 5 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 

【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止 集約先・移転先 維持管理（改善） 維持管理（改善） S58 S58 簡２ 2 1 3 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 

15 長浜 

S39 S39 簡平 1 2 8 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 

 優先的な用途廃止 用途廃止 

S40 S40 簡平 1 1 4 

S41 S41 簡平 1 2 8 

S42 S42 簡平 1 1 4 

S43 S44 簡平 1 2 5 

S52 S52 簡２ 2 2 9 

建替計画が 

進行中 
優先的な建替 建替 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

S56 S56 簡２ 2 2 6 

S58 S58 簡２ 2 1 5 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 13 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 

改善し 

当面維持管理 
 維持管理（改善） 維持管理（改善） 

17 片山 

S50 S51 簡２ 2 5 23 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 

次期計画以降で 

用途廃止 

S58 S58 簡２ 2 3 7 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止  用途廃止 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 
【改善】、【建替】、

又は【用途廃止】 
用途廃止  用途廃止 

次期計画以降で 

用途廃止 
S54 S54 簡２ 2 2 6 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

19 北浜 
S44 S44 耐火 4 1 16 

【優先的な建替】 優先的な建替  優先的な建替 建替 
S47 S47 耐火 4 1 28 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 

【優先的な建替】、

又は【優先的な用

途廃止】 

優先的な 

用途廃止 
 優先的な用途廃止 用途廃止 

21 

市場コ

ミュニ

ティ 

H21 H21 準耐 2 1 2 
【維持管理】又は

【用途廃止】 
当面維持管理  当面維持管理 維持管理 
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④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

改定指針に基づき中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される改善事業等に係る年度

別事業費を試算します。 

事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は事業実施が可能

となるよう事業実施時期を調整し、中長期的な期間における改善事業等の実施時期及び年度

別事業費を決定します。 

 

【事業費の試算の考え方】 

① 改善事業の初回の実施年度は、これまでの改善事業実施年度＋各改善周期で設定する

ことを原則とし、これまでに改善履歴がないものは、整備年度＋各改善周期によって令

和７（2025）年度以降に出現する年度において設定します。 

② 改善事業の初回の実施年度は、これまでの改善事業実施年度＋各改善周期で設定する

ことを原則とし、これまでに改善履歴がないものは、整備年度＋各改善周期によって令

和６（2024）年度以降に出現する年度において設定します。 

③ 「優先的な改善」又は「改善」を行う住棟は、改善事業により耐用年限まで延命化させた

後、耐用年限で用途廃止・建替を行うことを想定します。 

④ 「優先的な改善」又は「改善」を行う住棟において、用途廃止・建替を行う年度の 10年以

内の改善事業は、効果的な財源投資の観点から、実施しない想定とします。 

⑤ 「優先的な用途廃止」を行う住棟は、直近 10 年間で用途廃止を完了することを想定し、

単年度あたりの対策住棟数は、対象住棟数を 10 年間で除した数を目安とします。また、

対策の優先順位は、耐用年限の超過期間を考慮します。 

【事業実施時期の調整】 

年度別事業費試算について、公営住宅の良好な住宅ストックの維持、団地の用途廃止と効

率的な運営に向けた団地の集約化に向けて、事業実施時期等を調整します。 

 

〔 事業実施時期の基本的な考え方 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 計画修繕や改善事業（長寿命化型等）により耐用年限以降も適正な維持管理をすることで、

各住棟を活用することを前提とします。 

2 前計画に基づいて個別改善（長寿命化型等）を実施する団地は、修繕周期表（P53～56を参

照）の各項目の修繕周期に基づき、耐用年数が延長されたものとします。 

3 修繕周期は、これまでの実績や事業量の平準化、効率的な事業実施によるコスト抑制等の観

点から、「外壁塗装・屋上防水」を合わせて実施する場合、修繕周期を 18年とします。 

4 各住棟の改善事業は、前回修繕年度から上記の修繕周期を加えた年度で実施します。 

ただし、これまで修繕を一度も行っていない住棟については、建設年度に上記の修繕周期を

加えた年度において改善事業を実施します。 
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④-3 長期的な管理の見通しの作成【30年程度】 

これまでの検討結果に基づき、概ね 30 年間の長期的な管理の見通しを次のとおりとしま

す。 

№ 団地名 
建設

年度 

竣工 

年度 
構造 階数 棟数 戸数 

令和 7年 

〜 

令和 16年 

令和 17年 

〜 

令和 26年 

令和 27年 

〜令和 36年 

1 浮島 S52 S53 耐火 4 1 32 個別改善（長寿命化） 個別改善（長寿命化） 計画修繕 

2 大迫 

S37 S37 簡平 1 1 4 

用途廃止について検討 － － 
S38 S39 簡平 1 1 5 

S47 S47 簡２ 2 4 21 

S48 S48 簡２ 2 5 25 

3 森日の出 

S49 S49 簡２ 2 4 26 
用途廃止について検討 － － 

S50 S50 簡２ 2 3 21 

H1 H1 耐火 5 1 10 
個別改善（長寿命化） 計画修繕 個別改善（長寿命化） 

H2 H2 耐火 5 1 10 

4 白鳥 

H7 H8 耐火 4 1 32 

計画修繕 個別改善（長寿命化） 計画修繕 H9 H10 耐火 4 1 28 

H11 H13 耐火 4 1 32 

H11 H13 耐火 4 1 20 個別改善（長寿命化） 個別改善（長寿命化） 計画修繕 

5 三宅 
H23 H25 耐火 7 1 63 

計画修繕 計画修繕 計画修繕 
H28 H28 耐火 8 1 75 

6 余部上 S50 S50 簡２ 2 3 6 用途廃止について検討 － － 

7 加津良 

S54 S54 簡２ 2 1 6 

用途廃止について検討 － － 
S55 S55 簡２ 2 2 14 

S56 S56 簡２ 2 2 10 

S57 S57 簡２ 2 2 8 

8 上安 
S33 S33 木造 1 5 5 

用途廃止について検討 － － 
S34 S35 木造 1 5 9 

9 大野辺 

S43 S43 簡平 1 2 8 用途廃止について検討 － － 

S47 S47 簡２ 2 1 6 
計画修繕 用途廃止について検討 － 

S51 S51 簡２ 2 4 21 

10 城北 S54 S54 耐火 4 1 16 個別改善（長寿命化） 計画修繕 個別改善（長寿命化） 

11 倉谷 

S59 S59 耐火 5 1 10 

個別改善（長寿命化） 計画修繕 個別改善（長寿命化） S60 S60 耐火 4 1 8 

S61 S61 耐火 5 1 10 

12 市場 

S38 S39 簡平 1 1 4 用途廃止について検討 － － 

H16 H16 耐火 5 1 25 
個別改善（長寿命化） 個別改善（長寿命化） 計画修繕 

H18 H19 耐火 7 1 33 

13 荒田 
S49 S50 簡２ 2 3 18 

計画修繕 用途廃止について検討 － 
S52 S52 簡２ 2 1 5 

14 寿山 

S57 S57 簡２ 2 2 7 

個別改善（長寿命化） 計画修繕 個別改善（長寿命化） S58 S58 簡２ 2 1 3 

H1・

H2 
H2 耐火 3 2 24 

15 
長浜 

S39 S39 簡平 1 1 4 

用途廃止について検討 － － 

S40 S40 簡平 1 2 8 

S41 S41 簡平 1 2 8 

S42 S42 簡平 1 1 4 

S43 S44 簡平 1 2 5 

S52 S52 簡２ 2 2 9 

用途廃止について検討 － － 
S55 S55 簡２ 2 1 5 

S56 S56 簡２ 2 2 6 

S58 S58 簡２ 2 1 5 

長浜（建替） － － － － － － 建替 計画修繕 個別改善（長寿命化） 

16 福来 H14 H15 耐火 3 1 13 個別改善（長寿命化） 計画修繕 個別改善（長寿命化） 

17 片山 
S50 S51 簡２ 2 5 23 用途廃止について検討 － － 

S58 S58 簡２ 2 3 7 計画修繕 用途廃止について検討 － 

18 片山南 

S53 S54 簡２ 2 2 10 

計画修繕 用途廃止について検討 

－ 

S54 S54 簡２ 2 2 6 
用途廃止について検討 

S55 S55 簡２ 2 1 5 

19 
北浜 

S44 S44 耐火 4 1 16 
用途廃止 － － 

S47 S47 耐火 4 1 28 

北浜（建替） － － － － － － 建替 計画修繕 個別改善（長寿命化） 

20 志高 S47 S47 簡２ 2 2 4 用途廃止について検討 － － 

21 
市場コミュ

ニティ 
H21 H21 準耐 2 1 2 計画修繕 計画修繕 計画修繕 
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※ 用途廃止とは、耐用年数が超過した住棟について、公営住宅としての機能を廃止すること

です。 

   用途廃止するまでのプロセスは、以下のとおりとします。 

①新規入居募集を停止し政策空家とします。 

   ②入居者の状況を考慮した上で移転先等を検討し住み替えを促します。 

   ③全入居者の住み替えが完了します。 
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第５章 公営住宅等長寿命化計画における実施方針 

1 公営住宅の長寿命化に向けた実施方針 

本計画期間内では、事業手法の選定結果において、良好な公営住宅ストック約 700 戸を維

持することとし、維持管理、計画修繕、個別改善等とした各団地・各住棟について次の実施方

針に基づき事業を実施します。 

また、住宅セーフティネット法に基づき、不動産関連事業者等の協力を得ながら民営借家の

活用及び京都府と連携した住宅セーフティネットの構築が不可欠となりました。 

そのため、要支援世帯の住戸の確保については、必要に応じて府営住宅及び民営借家を活

用し、セーフティネット住宅の充実に努めます。 

 

2 点検の実施方針 

（1）定期点検の実施方針 

建築基準法第 12条の規定に準じ、適切な時期に建築物及び建築設備の点検（以下「定期検

査」という。）を実施し、躯体の劣化や設備機器の故障、不具合などの予防保全を図ります。 

また、消防設備、水道、浄化槽、受水槽、貯水槽等についても、定期的に点検を実施し、予防

保全に努めます。 

 

（2）日常点検の実施方針 

日常点検は「公営住宅等日常点検マニュアル（国土交通省住宅局住宅総合整備課：平成 28

年 8月）」に基づき実施します。 

また、住戸内部については、入居者による日常的な点検や空き住戸発生時の点検を基に、

劣化状況の早期発見に努めます。 

その他、遊具や外構等の点検は、劣化調査や日常点検と併せて、効率的に実施します。 
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3 計画修繕の実施方針 

（1）計画修繕の実施方針 

公営住宅を良好かつ長期的に維持管理するためには点検結果に基づき、躯体や設備状況

の劣化状況等を踏まえ、適切な修繕を計画的に実施する必要があります。 

計画修繕項目と修繕周期は、改定指針の修繕周期表を基に必要に応じて実施を検討しま

す。 

なお、効率的に工事を実施するため、実際の工事時期や工事の効率化、コスト等を踏まえて

実施時期の調整を適宜行います。 

また、計画修繕において、脱炭素化に向けた設備更新を実施します。 

 

（2）修繕対象住棟 

公営住宅における住宅セーフティネット機能を維持するため、計画期間内において維持管

理に分類されている全ての住棟を計画修繕の対象とします。また、各住棟の耐用年数や劣化

状況に応じて適切な修繕を実施します。 
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■修繕周期表（1/4） 
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■修繕周期表（2/4） 
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■修繕周期表（3/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

■修繕周期表（4/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 

参照文献リスト 

① 公営住宅ストック総合活用計画（公共賃貸住宅ストック総合活用計画）の策定指針（案） 

② ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に関する計画（ＵＲ／2014年 4 月） 

③ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント（国土交通省住宅局／2008年 6月 改訂） 

④ 建築編 マンションの維持修繕技術（平成 19 年度版）（（社）高層住宅管理業協会／2007 年 10 月） 

⑤平成 17年版建築物のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築保全センター／2005 年 9 月） 

⑥長期修繕計画指導・コンサル制度 長期修繕計画作成の手引き（（社）高層住宅管理業協会 マンション保全センター／

2010 年 7月） 
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4 改善事業の実施方針 

改善事業は、次の類型に区分して実施方針と主な内容を示します。 

 

A 居住性向上型 

構造物や建具の老朽化改善、住戸設備の機能向上による居住性向上を実施します。三点給

湯やユニットバスなど、入居者の快適な居住性の改善を行います。 

 

B 福祉対応型 

高齢者や障がい者等が安心して居住できるよう、住戸内や共用部の福祉対応を実施します。 

バリアフリー住戸への住み替え支援として、入居者の状況に応じて低階層への住み替え支

援について検討します。 

 

C 安全性確保型 

躯体の安全性や防火性能、避難施設等の改善を行い、住戸内部及び共用部の安全を確保し

ます。 

本市では、昭和 56年以前に建設された住棟は、耐火構造住宅を中心に耐震診断を実施し、

今後も定期点検を踏まえ躯体の安全性を確保します。 

 

D 長寿命化型 

長期的に公営住宅を活用するため、建物や設備の耐久性向上や躯体の劣化低減、維持管理

の容易性の向上の観点から、予防保全的な改善を行います。 

本市では、外壁塗装や屋上防水、受水槽の取替え、高架水槽の塗装等を実施し、公営住宅

の長寿命化を実施します。 

 

E 脱炭素社会対応型 

断熱化対応や省エネルギー性能の高い設備への交換による脱炭素社会対応を実施します。

内壁・最上階の天井等の断熱による改善を行います。 

 

F 子育て世帯支援型 

子どもの転落防止や衝突によるけが防止措置により、子どもの安全を確保し、子育て世帯

支援を実施します。窓の転落防止柵の改修や間取り等への改修を行います。  
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■住棟別の改善事業手法 

 

〔 バリアフリー対応住戸の検討 〕 

現在の入居者（高齢者）の構成をもとに計画期間 10 年後におけるバリアフリー住戸のニー

ズを 47戸と推計しました。 

舞鶴市のバリアフリー住戸は三宅団地と市場団地で 100 戸以上がバリアフリーで必要戸数

を十分に満たしています。 

今後、必要に応じたバリアフリー住戸の整備については、団地の外構にスロープの設置や

住戸内のバリアフリー（段差解消や洋室化など）を推進します。 

 

■現状のバリアフリー対応住戸のニーズ（推計） 

区分 
居住者（高齢者）の構成 

65～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 合計 

公営住宅の入居者（人） 70 223 134 23 450 

バリアフリー対応住戸のニーズ（戸） 1 6 17 10 34 

 

■10年後のバリアフリー対応住戸のニーズ（推計） 

区分 
居住者（高齢者）の構成 

65～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 合計 

公営住宅の入居者（人） 81 70 223 157 531 

バリアフリー対応住戸のニーズ（戸） 1 2 23 21 47 

  

改善事業手法 事業内容 

個別改善 A居住性向上型 給湯設備や長期空家の改修を行う場合 

B福祉対応型 

(住戸内・外構の改修) 

バリアフリー住戸が充足傾向にあるので、個別での改修又

は一部団地の低階層に集約する場合記載が必要 

C安全性確保型 耐震性が無く、改修の必要がある場合のみ 

D長寿命化型 外壁・屋上など   

E脱炭素社会対応型 建替の場合検討の必要あり 

F子育て世帯支援型 建替の場合検討の必要あり 
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5 建替事業の実施方針 
 

本市では、老朽化した公営住宅の建替等により、住宅及び住環境の「質」を向上させ、地域

の特性を生かした、多様な住宅・住環境づくりを推進し、豊かで安全な住まいづくりを実現し

ます。 

建替事業では、地域の実情に応じた適切なセーフティネットを構築するため、老朽化した公

営住宅の整備・建替を行い、真に住宅に困窮している住民の居住安定を図ります。 

建替事業を行う際には、現公有地・公共施設の状況等を含めた総合的な判断を行い、コスト

や立地条件等を勘案した上で最適地での建替を行います。 

建替事業にあたっては、需要の高い 2K を中心とした住宅として、戻り入居については、家

賃滞納の解消など、公営住宅の適正入居を図ります。 
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